
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省の労働政策審議会は 12 月 26 日、厚生労

働大臣に建議した報告書「仕事と育児・介護の両立支

援対策の充実について」を公表しました。厚生労働省

ではこの建議の内容を踏まえて、次期通常国会に育

児・介護休業法改正案の提出を目指すとしています。 

報告書では、仕事と育児・介護の両立支援対策の見

直しについて、法的整備も含めた所要の措置として、

以下の６つにおいて具体策や対応の方向を提示してい

ます。 

子が３歳になるまでのテレワーク利用を事業主の

努力義務としたほか、３歳以降小学校就学前までは、

始業時刻等の変更、テレワーク等、短時間勤務制度、

保育施設の設置運営等、新たな休暇の付与など柔軟

な働き方を実現するための選択肢を２つ以上導入す

ることも義務付け、労働者がその中から１つを選ん

で使えるようにするとしています。また、３歳にな

るまでと同様、３歳以降小学校就学前までの子を育

てる労働者に所定外労働の制限（残業免除）を請求

できることとしています。。 

 

 

 現在の常時雇用する労働者 1,000 人超の事業主に

義務付けている男性の育児休業取得率の公表につい

ては、300 人超の事業主に拡大。男性の育児休業の更

なる取得を促進します。 
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婚姻届 2014 年に 10 年間延長された「次世代育成

支援対策推進法」を、2035 年３月末まで再延長し、

「くるみん」などの認定基準を見直します。 

介護離職防止のため、事業主に介護休業などの支

援制度に関する情報提供を義務付けます。支援制度

の利用円滑化に向けた研修、相談体制の整備、利用

事例の収集・提供、方針の周知などいずれかの雇用

環境の整備についても義務付けることを求めていま

す。 

 

事業主に、妊娠・出産の申出時や子が３歳になる

までの適切な時期の面談等の際に、労働者の仕事と

育児の両立に係る個別の意向の聴取とその意向への

配慮を義務付けます。 

 

労働者が両立支援制度の利用申出や利用をしたこ

とを理由として、当該労働者に対して不利益な取扱

いをしてはならないことや、プライバシーへの配慮

をすることなどを、指針で示すことを求めています。 

 

【厚生労働省「労働政策審議会建議「仕事と育児・

介護の両立支援対策の充実について」を公表します」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_0

0011.html 

1 日 

○ 贈与税の申告受付開始＜３月１５日まで＞［税

務署］ 

 

13 日 

源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局

または銀行］ 

雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

16 日 

所得税の確定申告受付開始＜３月１５日まで＞［税

務署］ 

※なお、還付申告については２月１５日以前でも受

付可能。 

 

29 日 

じん肺健康管理実施状況報告の提出［労働基準監督

署］ 

健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書

の提出［公共職業安定所］ 

外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない

場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定

所］ 

固定資産税・都市計画税の納付＜第４期＞［郵便局

または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 

 

 

 

 


